
第１３章．電気通信 

 公衆電気通信サービスへのアクセス及びその利用に関する措置等のサービス貿易

一般協定（ＧＡＴＳ）電気通信附属書と同種の規律の他、競争条件の確保のための

セーフガード、主要なサービス提供者との相互接続等のＧＡＴＳ第四議定書と同種

の規律、国際移動端末ローミング、再販売等の電気通信分野に係る貿易促進のため

の規律等を規定。 

  

 ＧＡＴＳや我が国が締結済みのＥＰＡを越える様々な新しい規律が設けられたこ

とにより、我が国電気通信事業者の海外展開の促進や消費者の利便向上等が図られ

ることが期待される。 

 例えば、国際移動端末ローミング・サービスについて、透明性のある、かつ合理

的な料金を促進することについて協力するよう努めること等をＴＰＰ協定で規定し

たことによって、ローミング料金の低廉化に貢献し得るものと考えられる。 

 


